
戸

籍

法

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

案

に

対

す

る

附

帯

決

議

政

府

は

、

本

法

の

施

行

に

当

た

り

、

次

の

事

項

に

つ

い

て

格

段

の

配

慮

を

す

べ

き

で

あ

る

。

一

戸

籍

制

度

が

我

が

国

の

社

会

に

お

い

て

、

国

民

の

親

族

的

身

分

関

係

を

登

録

・

公

証

す

る

と

い

う

国

民

に

身

近

な

制

度

で

あ

る

こ

と

に

か

ん

が

み

、

特

に

、

本

法

に

よ

る

戸

籍

の

公

開

制

度

の

見

直

し

及

び

戸

籍

の

記

載

の

真

実

性

を

担

保

す

る

た

め

の

措

置

に

つ

い

て

周

知

徹

底

を

図

る

こ

と

。

二

第

三

者

に

対

す

る

戸

籍

の

謄

抄

本

の

交

付

や

運

転

免

許

証

等

を

有

し

な

い

者

の

本

人

確

認

が

的

確

に

行

わ

れ

る

よ

う

、

全

国

統

一

的

か

つ

適

切

な

運

用

に

努

め

る

こ

と

。

三

弁

護

士

、

行

政

書

士

等

の

資

格

者

が

戸

籍

の

謄

抄

本

を

交

付

請

求

す

る

場

合

に

お

け

る

業

務

上

の

必

要

性

の

判

断

に

つ

い

て

は

、

各

資

格

者

の

業

務

に

照

ら

し

個

別

に

行

う

こ

と

。

四

本

法

に

よ

る

戸

籍

制

度

の

整

備

に

伴

い

、

市

町

村

の

事

務

負

担

が

過

重

に

な

る

こ

と

の

な

い

よ

う

、

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

こ

と

。

、

五

戸

籍

事

務

の

コ

ン

ピ

ュ

ー

タ

化

の

完

成

時

期

に

合

わ

せ

て

、

個

人

情

報

の

管

理

・

保

護

に

万

全

を

期

し

戸

籍

情

報

の

社

会

的

な

性

格

の

違

い

に

応

じ

た

公

開

の

在

り

方

に

つ

い

て

検

討

を

行

う

と

と

も

に

、

戸

籍

に

記

載

す

べ

き

情

報

の

在

り

方

に

つ

い

て

も

引

き

続

き

調

査

・

研

究

を

行

う

こ

と

。

六

本

法

の

施

行

状

況

等

を

注

視

し

つ

つ

、

虚

偽

の

届

出

を

行

っ

た

者

に

対

す

る

制

裁

の

実

効

性

の

確

保

や

第

三

者

に

よ

る

戸

籍

謄

抄

本

の

不

正

請

求

防

止

策

に

つ

い

て

引

き

続

き

検

討

を

行

い

、

必

要

に

応

じ

て

刑

罰

等

に

つ

き

見

直

し

を

す

る

こ

と

。

七

本

法

の

施

行

状

況

及

び

他

の

関

連

制

度

に

お

け

る

扱

い

に

も

配

慮

し

、

戸

籍

謄

抄

本

の

不

正

請

求

・

使

用

事

案

に

よ

る

被

害

に

伴

う

諸

問

題

に

つ

い

て

の

対

応

策

を

幅

広

く

検

討

す

る

こ

と

。

八

民

法

第

七

百

七

十

二

条

の

運

用

に

関

し

て

は

、

生

ま

れ

て

く

る

子

の

立

場

に

配

慮

し

適

切

な

措

置

を

検

討

す

る

こ

と

。

右

決

議

す

る

。


